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大

明

令

解

説

内

藤

乾

昔

一

明
合

の
撰

定

･
頒

行

明
令
は
明
朝
最
初
の
律
と
供
に
太
組
の
臭
元
年
に
撰
足
さ
れ
'
翌
決
武
元
年
頒
行
さ
れ
た
｡
そ
の
撰
定
の
始
末
は
種
々
の
書
に
記

さ
れ
て
ゐ
る
が
'
多
-
は
明
太
組
嘗
銀
の
記
事
に
本
づ
い
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
.
因
っ
て
-

賓
録
の
記
事
が
必
ず
正
確
と
S
ふ
謬
で

は
な
い
が

-
雪

害
録
の
文
差

に
掲
げ
る
｡
詣

肺
相
義

認

舶
抑
謂

霜

帽
綜

糾
鮎
鵬
雛

納
警

軒
駈
㌍

和
讃

窮

.u

引
か
れ
て
ゐ
る
が
'

誤
胎
が
多
い
｡

(呉
元
年
冬
十
月
甲
辰
朔
)
甲
第
･･･-
命
中
書
省
定
律
令
.
以
左
盈
粕
李
善
長
篤
親
裁
官
｡
参
知
政
事
楊
憲

･
停
職
､
御
史
中
泉

劉
基
､
翰
林
畢
七
陶
安
'
右
司
郎
中
徐
本
､
治
書
侍
御
史
文
原
書

･
滞
頼
組
'
経
歴
鏡
用
壬
'
監
察
御
史
盛
原
輔

･
呉
去
疾

･

〇

超
鱗

･
雀
永
泰

･
張
紙
誠

･
謝
如
心
'
大
理
卿
周
頑
'
少
卿
劉
惟
敬
'
大
理
丞
周
渡
'
評
事
陳
敏

･
孫
息
､
接
察
使
李
群

･
清

和

･
膝
毅
'
余
事
程
孔
昭

･
停
敏
拳

･
正
藻

･
速
永
頁

･
張
引

･
異
形
篤
議
律
官
.
初
上
以
唐
宋
皆
有
成
律
断
獄
｡
惟
元
不
倣

苗
制
｡
取

一
時
所
行
之
事
鏡
像
格
｡
背
吏
易
窺
貯
弊
o
自
平
武
昌
以
乗
｡
即
議
定
律
.
至
是
垂
諌
巳
立
｡
各
遺
擁
察
司
牌
巡
歴

郡
煤
｡
欲
頒
成
法
｡
伴
内
外
遵
守
｡
命
菩
長
等
評
定
｡
詠
之
日
｡

立
法
貴
衣
衝
｡
嘗
使
言
慮
理
明
｡

人
人
易
蜂
｡
著
保
緒
繁

○

多
｡
或

一
事
而
両
肇

可
軽
可
重
｡

使
肝
貧
乏
吏
得
以
金
縁
篤
好
.

則
所
以
禁
残
暴
者
反
以
賊
良
書
｡
非
良
法
也
｡
務
求
適

○

中
｡
以
素
焼
弊
｡
夫
細
密
則
水
無
大
魚
｡
法
務
別
図
無
全
民
｡
卿
等
宜
壷
心
垂
究
｡
凡
刑
名
俵
目
｡
逐
日
凍
上
｡
吾
輿
卿
等
面
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議
｡
科
酌
之
｡
莞

以
変

速
之
法
｡
謂

絹
張

簡
紀

琳
DO
京

a

(臭
元
年
十
二
月
葵
卯
朔
)甲
辰
律
令
成
｡
命
頗
行
之
｡
初
命
李
善
長
等
詳
定
律
令
｡
上
毎
御
西
桂
｡
召
講
読
律
官
及
儀
臣
｡
皆

賜
坐
詩
論
.
以
求
至
雷
｡
謂
起
居
注
熊
鼎
日
.
吾
通
釈
群
臣
所
定
律
令
.
有
未
安
着
｡
吾
特
以

一
己
意
見
決
之
.
而
衆
轍
以
悠

然
｡
鮮
有
執
論
｡
蓋
刑
法
重
事
也
｡
苛
失
其
中
｡
別
人
無
所
持
手
｡
足
何
以
垂
法
後
世
｡
鼎
封
日
｡
主
上
垂
於
群
議
｡
断
以
客

見
｡
誠
展
允
首
｡
請
侠
喜
成
o
吏
輿
廷
臣
看
評
.
而
後
頒
之
o
上
然
其
言
o
及
是
始
成
.
上
輿
廷
臣
復
開
成
之
｡
去
煩
就
筒
.

減
重
従
軽
者
居
多
.
凡
威
令

一
百
四
十
五
陳
｡
吏
令
二
十
｡
戸
令
二
十
四
O
絶
命
十
七
｡
兵
令
十

1
.

刑
令
七
十

一
〇

工
令

〇

二
｡
律
準
唐

之
奮
而
槍
損
之
.
計
二
百
八
十
五
侯
O
吏
律
十
八
.

戸
律
六
十
三
｡
緒
律
十
四
〇

兵
律
三
十
二
｡

刑
律

一
百
五

十
｡
工
律
八
｡
命
有
司
刊
布
中
外
｡
善
長
等
賜
物
有
美
孟

断

髪
柿
詣
gu.

上
叉
論
群
臣
日
｡
講
書
所
以
窮
理
｡
守
法
所
以
持
身
｡
故
吏
之
稀
循
艮
者
｡
不
在
於
威
厳
｡
春
於
奉
法
循
理
而
巳
｡
卿
等
既
講

〇

書
｡
於
律
亦
不
可
不
通
｡
大
抵
人
之
犯
法
者
達
理
故
地
｡
君
子
守
理
｡
故
不
犯
法
｡
小
人
軽
法
｡
政
略
重
罪
｡
今
卿
等
各
看
官

守
｡
宜
知
所
謹
｡
需

相
場

明
の
太
組
は
至
正
二
十
三
年
そ
の
大
敵
陳
友
諒
を
都
陽
湖
に
破
り
'
翌
二
十
四
年
正
月
に
は
呉
王
の
位
に
即
き
'
百
官
を
建
て
'

二
月
に
は
陳
友
諒
の
子
陳
理
を
誉

日
に
降
し
て
'
湖
北
江
西
を
平
げ
'
明
の
建
国
の
基
礎
こ
.
1

に
定
凍
る
と
せ
ら
れ
て
居
る
が
'
右

の
警
鐘
の
記
事
に
は
此
時
よ
-
既
に
律
を
定
め
ん
と
と
を
議
す
と
あ
る
.
次
で
至
垂

手

七
年
(即
ち
呉
元
年
)
九
月
に
は
平
江
に
凍

れ
る
強
敵
張
士
誠
を
果
し
'
揚
子
江
沿
岸

一
帯
の
地
は
太
組
の
手
中
に
挿
し
た
の
で
､
い
よ
-

法
律
制
定
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
来

た
｡
乃
ち
此
年
十
月
壬
子
(
九
日
)
に
は
御
史
董
及
び
各
遺
族
察
司
が
設
置
さ
れ
た
が
､
さ
し
あ
た
り
比
等
糾
察
官
の
依
球
す
べ
き
法

律
を
必
要
と
し
た
の
で
､
翌
々
日
甲
寅
へ十

7
日
)
に
は

｢
成
法
を
麟
ち
内
外
を
し
て
遵
守
せ
し
め
ん
と
欲
し
て
｣
中
書
省
に
律
令
撰

I
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定
を
命
じ
'
十
二
月
甲
辰
(
二
日
)
に
出
奔
上
っ
て
ゐ
る
｡
債
に
五
十

一
日
間
で
既
定
を
了

へ
た
評
で
あ
る
｡

こ
の
律
令
の
頗
行
に
就
て
は
'
嘗
銀
に
は
上
謁
の
十
二
月
甲
辰
の
侯
に
律
令
成
｡
命
頗
行
之
｡
と
あ
る
の
み
で
､
其
他
に
別
段
の

記
事
は
見
え
ぬ
の
で
あ
る
が
､
現
存
の
明
令
の
奄
首
に
載
せ
ら
れ
た
る
律
令
頗
行
の
聖
旨
の
日
附
に
よ
っ
て
決
武
元
年
正
月
十
八
日

が
頗
行
の
日
な
る
こ
と
を
知
る
.
昭
代
典
則
'
明
紀
等
の
編
年
書
は
賛
鉄
に
本
づ
き
､
別
た
頒
行
の
時
期
を
記
し
て
居
ら
ぬ
が
'
豊

明
従
信
録
は
決
武
元
年
正
月
の
侯
に
大
明
令
頒
行
の
記
事
を
載
せ
て
ゐ
る
｡
こ
の
記
事
は
恐
ら
く
右
の
明
令
所
載
の
聖
旨
に
操
っ
た

も
の
と
思
は
れ
る
も
の
で
'
軍
に
令
の
頒
行
の
み
を
記
し
て
ゐ
る
が
､
聖
旨
の
文
面
に
依
れ
ば
律
令
共
に
此
時
旗
行
さ
れ
た
も
の
と

見
る
べ
き
で
雪

う
｡
明
真

相
撃

に
は
大
明
令
の
候
文
を
他
の
決
武
元
年
の
法
令
高

じ
-
決
武
元
年
令
と
し
て
収
載
し
て
ゐ

る
｡
但
だ
現
存
明
令
の
候
文
が
'
曾
典
に
往
々
洪
武
二
年
令
と
し
て
牧
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
'
未
だ
そ
の
理
由
を
評
に
せ
ぬ
｡

撰
定
に
興
っ
た
親
裁
官
及
び
議
律
官
の
街
官
名
氏
は
上
掲
賓
銀
の
文
に
見
え
て
ゐ
る
が
､
後
に
述
べ
る
北
千
人
文
科
拳
研
究
所
に

載
せ
る
明
令
の
菌
抄
本
の
春
宵
に
は
左
の
如
-
衝
名
を
列
記
し
て
居
少

'
音
線
の
記
載
よ
-
更
に
詳
し
い
街
官
を
知
-
得
る
.
但
だ

文
字
の
慧

肌
が
か
な
-
雪

｡
縮
順
配
謂

緩

綿
鍔

㍑

凱
い
鳩

親

裁

官

議

律

官

中

書

省

37

中
奉
大
夫
中
書
垂
知
政
事
乗
太
子
食
事
丞

混

楊

中
番
犬
夫
中
書
参
知
政
事
乗
太
子
食
事
丞

臣

侍

奉
議
大
夫
中
書
右
司
郎
中

臣

徐

卑o琉o慈o
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御

史

童
嘉
議
大
夫
清
書
侍
御
史
乗
太
子
賓
客

嘉
議
大
夫
清
書
侍
御
史
乗
太
子
賓
客

奉
訓
大
夫
御
史
垂
経
歴

承
事
郎
監
察
御
史

承
事
郎
監
察
御
史

承
事
郎
監
察
御
史

承
事
郎
監
察
御
史

承
事
郎
監
察
御
史

承
事
郎
監
察
御
史

太

史

院

臣

文
原
書

臣

落
籍
組

臣

鏡
用
壬

臣

盛
原
輔

臣

呉
去
疾

臣

趨

鱗

臣

雀
永
泰

0
0

臣

張
紀
成

臣

謝
如
心

38

太
史
令
乗
太
子
卒
更
令

臣

劉

基

翰

林

拳

｣士

臣

陶

安

大

理

卿

臣

周

繭

大

理

画
卿

臣

劉
惟
敬

翰
林
国
史
院

天
一理
司
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大

理

丞

臣

周

湧

大

理

願
事

臣

陳

敏

大

理

匪
事

臣

孫

息

撰

察

司

嘉

議

大

夫

漸

江

等

虚

提

刑

援

案

使

嘉

議

大

夫

五
西
湖
東
遣
提

刑

接

察

使

嘉

議

大

夫

湖
贋

等

虚

提

刑

投

棄

使

奉
議
大
夫
倉
噺
江
等
鷹
揚
刑
挨
寮
司
事

奉
議
大
夫
倉
衝
江
等
虚
提
刑
摸
寮
司
事

奉
議
大
夫
倉
斬
江
等
魔
捷
刑
旗
察
司
事

奉
議
大
夫
倉
新
江
等
虚
捷
刑
接
祭
司
事

奉
議
大
夫
倉
湖
康
等
魔
捷
刑
接
察
司
事

′

奉
議
大
夫
倉
湖
庚
等
魔
撞
刑
按
祭
司
事

奉
議
大
夫
食
湖
鷹
等
虚
捷
刑
摸
察
司
事

臣

李

群

臣

滞

覇

臣

勝

毅

臣

劉
承
鹿

臣

程
孔
昭

臣

停
敏
畢

○

臣

王

藻

臣

逮
永
貞

臣

張

引○

匿

呉

昭

39

右
の
列
街
に
は
何
政
か
線
裁
官
の
下
に
李
善
長
の
街
名
を
炊
い
て
ゐ
る
が
'
之
に
就
て
仁
井
田
陛
博
士
は
嘗
て
こ
の
奮
抄
本
明
令

を
紹
介
さ
れ
た
際
に
.'
若
し
抄
本
若
し
ぐ
は
そ
の
原
本
た
る
坂
本
の
脱
落
に
あ
ら
ず
ん
ぼ
､
李
善
長
が
反
逆
に
坐
し
て
鞄
せ
ら
れ
た

人
言

る
故
･
削
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
と
S
ふ
意
味
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
o
和
露

鰐

琵

瑚
緯

議
律
官
の
人
数
は
嘗
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鍬
で
些

宇

八
人
で
あ
る
が
'
抄
本
明
令
で
は
按
案
司
食
事
劉
承
鹿
が

一
人
多
-
､
二
十
九
人
で
あ
る
.
明
史
刑
法
志
に
二
十
人
と

あ
る
は
誤
-
で
あ
ら
う
｡
議
律
官
の
名
氏
の
異
同
の
中
､
楊
恵

･
停
職

･
徐
本
を
抄
本
明
令
に
楊
慈

･
侍
粥

･
徐
琴
に
作
れ
る
は
誤

-
で
あ
る
｡
娼

‰

瑚
別
納
槻
蛸
鮎
璽

凱

賢

顎

釣棚S粕
川
.u

嘗
録
の
張
純
是

氾
雌
本

異
形
神
韻

糾
繊
細
蒜

,T

耶
卯
細
則
別
紙
増

が
抄
本
明
令
に
張
紀
成

･
英
昭
と
な
れ
る
も
･
警

-
驚
録
が
正
し
い
の
で
あ
ら
う
｡
た
ゞ
抄
本
明
令
の
玉
藻
が

苦
録
に
義

と
髭

る
は
音
線
の
蓑

で
あ
ら
う
｡
騨
蒜

篭

謝
如
心
は
葦
錬
決
武
二
年
七
月
登

の
撃

は
謝
恕
に
作
っ
て

ゐ
る
｡

な
ほ
明
史
周
禎
侍
に
は
'
劉
惟
敬
を
刑
部
爾
書
を
以
て
洪
武
七
年
律
の
更
定
に
覚
れ
る
劉
惟
謙
と
混
同
し
て
ゐ
る
が
'
こ

れ

は
そ
の
名
の
異
る
如
-
別
人
で
あ
る
こ
と
は
'
嘗
録
に
就
い
て
両
者
の
官
歴
を
調
べ
れ
ば
明
か
で
あ
る
.

次
に
街
官
の
利
具
せ
る
も
の
を
拳
ぐ
れ
ぼ
､
劉
基
は
賛
錐
の
記
事
で
は
御
免
中
丞
と
し
て
御
免
嘉
の
官
の
首
に
置
か
れ
て
ゐ
る
が

T

抄
本
明
令
で
は
太
史
院
の
官
と
し
て
太
史
令
乗
太
子
率
吏
令
と
見
え
て
ゐ
る
.
こ
れ
は
如
何
な
る
理
由
で
あ
る
か
｡
抄
本
明
令
の
列

狐■

街
中
に
は
劉
基
の
外
に
も
太
子
の
官
を
兼
ね
た
る
者
を
見
る
が
､
嘗
錬
等
に
球
れ
ぼ
洪
武
元
年
正
月
東
宮
官
を
立
つ
る
や
別
に
噺
僚

を
設
け
ず
､
此
月
辛
巳
(十
日
)
李
善
長
以
下
の
重
臣
を
し
て
兼
官
せ
し
め
た
と
あ
る
か
ら
.
抄
本
明
令
の
衝
官
は
此
日
以
後
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
謬
で
あ
-
'
即
ち
正
月
律
令
の
頒
行
さ
れ
た
際
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
知
せ
ら
れ
る
｡

一
方
茸
錐
の
街
官
を

観
る
に
'
李
善
長
は
左
丞
相
と
な
っ
て
ゐ
る
が
'
苦
錬
排
武
元
年
正
月
乙
亥
(
四
日
)
の
侯
に
は
李
善
長

･
徐
連
を
左
右
風
刺
と
麓
す

と
見
え
､
従
前
左
粕
困
た
り
し
李
善
長
は
此
時
左
泉
州
と
攻
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
'
嘗
銀
の
他
の
記
事
に
於
け
る
李
善
長
の
街
官

は
'
大
腰
此
時
以
前
に
於
て
は
左
相
図
､
以
後
に
於
て
は
左
丞
相
と
ーE
L
-
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
'
茸
銀
の
律
令
撰
定

の
記
事
に
は
後
の
官
名
に
依
っ
て
追
記
さ
れ
た
も
の
1
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
果
し
て
然
ら
ば
劉
基
の
場
合
に
就
て
も
か
1
る
こ

と
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
劉
基
の
太
史
令
と
罵
っ
た
の
が
-

任
官
の
日
は
明
確
で
な
い
が

-
律
令
撰
定
の
命
あ
-
し
以
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前
に
あ
る
こ
と
は
'
諸
書
の
記
載
に
徴
し
て
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
､
そ
の
御
史
中
丞
に
任
ぜ
ら
れ
た
る
時
期
に
裁
て
は
諸
文
獣
の

記
す
所
が
直
々
で
あ
る
｣
茸
錐
に
は
律
令
撰
定
の
命
あ
り
し
産
前
英
元
年
十
月
王
チ
(
九
日
)
御
史
董
設
置
の
記
事
に
於
て
､
劉
基
を

I
-
章
淀
と
供
に
1

御
史
中
兎
と
篤
し
､
劉
基
は
従
前
の
太
史
令
を
兼
ね
し
む
と
記
し
､
以
後
の
記
事
に
於
て
は
多
-
御
史
中
盈

●

劉
基
と
暮
し
て
居
る
｡
之
に
操
れ
ば
御
史
垂
設
置
と
同
時
に
御
史
中
丞
に
任
ぜ
ら
れ
L
も
の
1
如
-
で
あ
っ
て
､
警
鐘
の
律
令
撰
定

の
記
事
と
も
冨

せ
ざ
る
如
-
見
え
る
｡

然
る
に
宋
嫌
の
警

る
章
塩
の
望

碑
竃

批
詣

臥
譜

篭

署

は
､

決
武
元
年
芳

太
組
は
帝
位
に
即
き
大
廟
に
事
あ
わ
し
翌
日
(
五
日
)
章
塩
と
劉
基
と
を
召
し
て
奉
天
殿
に
御
し
､
群
臣
の
前
に
於
て
其
功
を
歴
陳
し

並
び
に
御
史
中
丞
に
井
し
､
牽
漆
は
警

雲

も
允
さ
す
･
と
い
ふ
こ
と
が
見
え
て
居
-
･
諾

諾

紅
絹
は
詣

相
加

服
.〇

文
責
伯

生
の
撰
に
係
る
劉
基
の
行
監

葦

頚

に
徴
す
る
も
基
の
御
史
中
丞
任
命
は
決
武
元
年
芳

以
後
に
あ
る
も
の
品

-
で
あ
る
･
史

に
叉
､
誠
意
伯
(劉
誉

文
集
晋

は
前
太
史
令
乗
太
子
率
更
令
劉
基
に
茸
善
大
夫
御
史
中
丞
乗
太
子
賀
善
大
夫
を
授
け
た
る
語
命
が

御
史
中
承
諾
と
捜
し
て
収
載
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
そ
の
日
附
は
扶
武
元
年
三
月
口
日
と
な
っ
て
居
-
､
こ
れ
等
は
何
れ
も
茸
錐
の
記
事

'

と
合
し
な
い
.
た
2̂
皇
明
経
信
録
は
編
年
の
鰐
を
持
す
る
に
厳
で
あ
っ
て
'
努
め
て
警
鐘
の
如
き
追
記
的
筆
法
を
避
け
'
呉
元
年
律

令
撰
定
の
記
事
に
於
て
は
李
善
長
を
先
制
図
と
記
す
と
共
に
'
劉
基
は
太
史
令
と
著
し
'
又
草
庵
の
御
史
中
泉
任
官
を
次
式
元
年
正

月
何
日
の
候
に
繋
け
､
神
道
碑
の
記
晋

劉
莞

御
史
中
歪

官
望

月
に
繋
け
て
ゐ
る
｡

諸

相
.H
g

さ
て
右
の
如
き
劉
基
の
御

一
日
を
連
ふ
O

史
中
丞
任
官
の
時
期
に
関
す
る
異
説
の
中
､
嘗
録
の
之
を
呉
元
年
十
月
に
繋
-
る
は
'
上
述
の
加
-
警
鐘
に
は
追
記
的
記
述
を
含
む

故
､
尤
も
不
碇
茸
の
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
評
で
､
今
促
り
に
之
を
措
-
も
､
そ
の
決
武
元
年
jE
月
に
あ
り
や
三
月
に
あ
-
千

は
衛
疑
問
の
存
す
る
所
で
あ
る
｡
従
信
銀
が
之
を
三
月
に
繋
け
た
る
は
語
命
と
合
し
､
叉
抄
本
明
令
の
列
街
に
御
史
中
丞
と
せ
ざ
る

･こ
と
1
も
符
合
L
t
最
も
正
し
き
に
似
た
る
も
'

1
方
譜
命
を
受
け
ざ
る
以
前
よ
り
任
官
せ
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
か
ら
'
紳
遣
碑

/
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の
記
事
に
凍
っ
て
正
月
五
日
を
任
官
の
時
と
解
す
る
こ
と
も
出
奔
'
史
に
叉
'
そ
れ
以
前
に
は
紹
封
に
沸
-
得
ぬ
と
も
断
言
出
来
な

い
o
若
し
正
月
若
し
-
は
そ
れ
以
前
に
あ
-
と
す
れ
ば
'
抄
本
明
令
の
列
街
に
太
史
令
と
し
て
御
史
中
丞
と
せ
ざ
-
L
は
'
未
だ
正

式
に
即
今
を
受
け
ざ
る
故
紫
衛
す
る
を
待
ざ
り
し
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
｡
要
す
る
に
昔
時
図
豪
草
創
の
際
の
こ
と
で
も
あ

-
'
現
存
の
資
料
を
以
て
し
て
は
こ
の
連
の
事
情
は
頗
る
明
確
に
し
難
い
も
の
が
あ
る
.
衛
ほ
&
･本
の
列
街
に
ょ
れ
ぼ
'
劉
基
は
太

史
令
を
以
て
太
子
率
吏
令
を
兼
ね
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
も
茸
錐
に
は
前
述
の
決
武
元
年
正
月
十
日
重
臣
に
東
宮
官
を
兼
ね
し
め
た
る
際

御
史
中
丞
劉
基
-

及
び
章
溢

!
は
賀
善
大
夫
を
兼
官
し
た
こ
と
1
な
っ
て
ゐ
て
'
合
し
な
い
｡
従
信
銀
は
此
日
章
漆
は
賀
善
大

夫
'
劉
基
は
率
吏
令
を
兼
官
し
た
る
こ
と
1
な
し
'
劉
基
の
賀
善
大
夫
任
官
の
事
を
そ
の
御
史
中
丞
任
官
の
記
事
と
同
じ
-
三
月
に

繋
け
て
ゐ
る
｡
前
述
の
譜
命
に
よ
っ
て
､
劉
基
の
粂
官
が
太
子
率
吏
令
よ
り
禁
書
大
夫
に
選
っ
た
こ
と
'
並
び
に
そ
の
節
令
を
受
け

た
る
は
三
月
に
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
'
率
吏
令
並
び
に
禁
書
大
夫
任
官
の
時
期
も
亦
未
だ
之
を
明
確
に
す
る
を
得
な
い
｡
普

錐
に
は
率
吏
令
任
官
の
こ
と
に
裁
て
は

三
日も
記
す
と
て
ろ
が
な
い
o

太
組
は
法
律
制
定
に
は
験
程
熱
心
で
あ
り
'
且
つ
自
己
の
髄
駿
に
基
-
強
い
自
信
を
持
っ
て
ゐ
た
や
う
で
､
初
頒
律
令
撰
定
に
首

つ
て
も
自
ら
裁
断
す
る
と
こ
ろ
多
か
つ
た
こ
と
は
上
掲
賛
鎌
の
文
で
も
知
ら
れ
る
｡

一
懐
こ
の
律
令
は
候
文
の
数
も
少
く
'
簡
明
を

主
と
し
､
暫
定
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
令
は
こ
れ
以
後
吏
定
を
見
ず
､
令
的
法
規
は
種
々
別
行
の
法
典
と
し
て
出
る
こ
と

1

な
っ
た
に
反

して
'
律
は
告
銀
に
よ
れ
ば
こ
の
後
問
も
な
き
決
武
元
年
八
月
己
卯
の
保
に

｢
上
念
律
令
備
有
軽
重
失
宜
｡
有
罪
中

典
｡
命
儒
臣
四
人
｡
同
刑
部
官
許
唐
律
｡
日
軍

手

燦
｡
取
進
止
.

揮
其
可
者
従
之
O
其
或
軽
重
失
宜
O

則
親
展
損
益
｡

務
求
至

普
.｣
と
い
ふ
記
事
も
見
え
'
唐
律
を
講
究
し
､
此
後
太
組

一
代
に
亘
っ
て
数
次
の
改
修
を
行
っ
て
完
壁
を
期
し
た
.
明
わ
丘
清
は
大

明
令
を
目
し
て
'
決
の
高
組
が
入
関
し
て
法
三
章
を
約
L
t
唐
の
高
組
が
京
師
に
入
っ
て
法
十
二
保
を
約
せ
る
と
同

〓
息
な
り
と
云
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っ
て
ゐ
る
が
･

秋
綿
珊
瑚

太
組
が
必
ず
か
-
の
如
き
速
成
の
法
を
作
ら
ね
ぼ
至

な
か
っ
た
の
は
､
そ
の
帝
位
に
登
ら
ん
と
す
る

に
雷
り
'
元
の
法
律
を
改
め
~
中
華
的
法
制
を
再
建
す
る
の
主
毒
を
明
ら
か
に
し
､
人
心
を
新
に
せ
ん
と
す
る
目
的
の
あ
っ
た
こ
と

は
二
h/
ふ
ま
で
も
な
い
｡
太
組
は
元
の
通
制
傑
格
の
紫
冗
を
排
し
､
簡
明
の
法
を
立
て
ん
と
欲
し
た
趣
意
は
上
摘
草
銀
の
文
に
も
見
え

て
ゐ
る
が
､
律
令
撰
定
中
に
於
て
も
更
に
簡
と
厳
と
を
旨
と
し
て
立
汝
す
べ
き
こ
と
を
訓
示
し
て
攻
の
如
-
云
っ
て
ゐ
る
｡
蓋
し
元

法
が
寮
冗
に
し
て
且
つ
弛
緩
せ
る
を
攻
め
ん
と
欲
し
た
の
で
あ
る
｡

上
謂
垂
省
官
日
｡
近
代
法
令
極
繋
｡
其
弊
滋
甚
o
今
之
法
令
.
正
欲
得
申
｡
算
塾
其
葬
｡
如
元
時
傑
格
煩
冗
｡
吏
得
条
線
出
入

麓
姦
.
所
以
其
菩
不
勝
｡
且
以
七
投
首
之
｡
謀
殺

･
故
殺

･
聞
役
'
鉄
骨
死
罪
｡
何
用
如
此
分
折
｡
但
誤
投
石
可
議
者
.
要
之

輿
戯
殺

･
過
失
殺
亦
不
大
胡
達
o

今
之
法
正
欲
矯
其
奮
葬
｡

大
梁
不
過
簡
厳
｡
簡
則
無
出
入
之
弊
｡
蕨
則
民
知
長
而
不
敢
軽

犯
｡

蘭
等
其
髄
此
意
｡
賓
錐
豊

年
十

一
月
壬
賞
の
偉

大
組
は
叉
法
律
が
専
ら
背
束
の
芋
に
あ
っ
て
'
元
に
於
て
は
殊
に
そ
の
弊
甚
し
か
り
し
こ
と
を
改
め
ん
と
し
て
.
士
大
夫
を
し
て

法
律
に
通
ぜ
し
む
る
こ
と
に
頗
る
努
力
し
て
ゐ
る
が
'

同
時
に
庶
民
に
も
法
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
し
て
種
々
の
方
法
を

請
じ
て
ゐ

る
.
律
令
制
定
と
同
時
に
そ
の
解
樺
書
た
る
律
令
庶
解
を
鋳
っ
た
こ
と
も
そ
の

1
で
あ
る
｡

そ
の
事
は
賛
銀
呉
元
年
十
二
月
戊
牛

(十
六
日
)
の
陳
に
次
の
如
-
見
え
て
ゐ
る
｡

戊
午
命
旗
律
令
鹿
解
｡
党
是
上
以
律
令
初
行
｡
恐
民

1
時
不
能
壷
知
法
意
.
或
有
誤
羅
干
盛

者
.
乃
謂
大
理
卿
周
頑
等
日
｡
律

令
之
設
｡
所
以
使
人
不
犯
法
｡
関
野
之
民
｡
豊
能
悉
匪
其
意
｡
宥
誤
犯
者
｡

赦
之
則
療
法
｡

壷
法
則
無
民
｡

商
等
前
所
定
律

令
｡
徐
紹
柴
制
度
鏡
根
選
法
之
外
｡
凡
民
間
所
行
事
｡
宜
類
衆
成
抗
｡

産
解
其
養
｡

頗
之
郡
願
｡

使
民
家
詠
戸
喋
O
寅
是
審

成
｡
以
進
.
上
質
而
昔
日
o
前
代
所
行
通
制
燦
格
之
愛馬

非
不
繁
密
｡

但
茸
官
吏
弄
法
｡

民
間
知
者
尭
少
｡
是
欝
欝
天
下
之
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民
｡
俊
之
不
覚
犯
法
也
｡
今
吾
以
律
令
産
解
偏
行
｡
人
人
通
蛙
｡
則
犯
法
者
自
少
菜
｡

二

明
令
の
形
式

･
効
力

･
法
源

明
令
は
周
薩
の
六
官
に
由
来
す
る
吏
戸
増
兵
刑
工
の
六
部
に
よ
っ
て
分
た
れ
て
ゐ
る
が
､
令
の
み
な
ら
ず
初
頒
律
も
同
様
に
六
分

さ
れ
て
ゐ
た
｡
律
は
其
後
決
武
七
年
律
に
於
て
は
唐
律
の
篇
目
に
倣
っ
て
十
二
第
と
し
た
が
'
決
武
二
十
二
年
吏
定
に
際
し
て
再
び

六
部
の
臼
を
復
L
t
名
例
律
と
併
せ
て
七
籍
と
な
し
'

以
後
清
律
に
至
る
ま
で
之
を
踏
襲
せ
る
は
周
知
の
如
-
で
あ
る
｡

こ
の
律

令
の
六
分
法
と
鰯
聯
し
て
直

ち
に
考

へ
ら
れ
る
の
は
､

明
朝
に
於
て
行
政
機
構
の
中
心
を
篤
せ
る
六
部
の
こ
と
で
あ
ら
う
.

明
は

固
初
'
元
制
に
倣
っ
て
中
書
省
を
置
き
､

中
書
省
に
は
最
初
た
ゞ
E
部
を
設
け
た
が
､

扶
武
元
年
八
月
に
至
っ
て

六
部
を
備
置
し

た
｡
其
後
決
武
十
三
年
中
書
左
霜

鯛
惟
席
の
謀
序
を
課
警

る
横
合
に
中
書
省
姦

止
し
､
以
後
官
制
上
蓋

を
置
か
ぬ
こ
と
1

一

し
､
六
部
を
天
子
に
慮
展
せ
し
め
､
六
官
が
行
政
官
と
し
て
天
子
に
底
属
す
る
と
い
ふ
周
鰻
の
理
想
に
よ
る
制
度
を
l
支
郷
官
制
東

胡

上
に
於
て
始
め
て
賛
現
せ
し
め
た
｡
明
律
が
決
武
二
十
二
年
の
吏
定
に
於
て
六
分
法
を
取
れ
る
笠

に
こ
の
官
制
葦

と
合
致
し
て

ー

居
-
､
さ
れ
ば
沈
家
本
は
重
刻
明
律
序
に

｢
追
決
武
十
三
年
懲
鯛
惟
腐
乱
政
｡
寵
中
書
省
而
政
錆
六
部
Q

律
日
亦
因
之
而
攻
O
千
数

百
年
之
律
書
O
至
是
而
両
目
銭
之

一
大
襲
者
.､
資
時
寛
之
也
｡｣
と
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
但
だ
氏
が
こ
の
文
の
鹿
ぐ
前
に

｢
考

律
害
之
篇
目
.
･･････北
奔
走
馬
十
二
箆
｡
陪
開
皇
律
梢
轡
通
之
｡
唐
宋
下
迄
明
初
｡
皆
運
用
其
篇
昌
0
蓋
六
部
本
属
中
書
｡
故
律
書

末
嘗
以
六
部
分
｡｣
圭

有
っ
て
ゐ
る
の
は
'
決
武
元
年
律
が
六
分
法
を
取
れ
る
を
無
税
せ
る
も
の
1
如
-
で
'

不
正
確
の
言
と
云
は

ね
ば
な
る
ま
S
.
最
初
の
律
令
が
六
分
法
を
取
れ
る
は
決
武
十
三
年
の
官
制
牧
草
以
前
､
更
に
決
武
元
年
八
月
中
書
省
に
六
部
を
違

-
以
静
の
.こ
と
に
展
す
る
｡
か
-
明
の
律
令
が
夙
に
六
分
法
を
取
っ
た
理
由
は
種
々
に
考

へ
ら
れ
る
て
と
で
あ
っ
て
･
是
よ
-
尭
･

法
典
と
し
て
六
分
法
畏

れ
る
も
の
に
･
沈
雲

も

｢
隈
に
明
律
六
部
分
列
の
樺
警

な
つ
き

粥
員

と
稀
し
て
ゐ
る
元
典
章

朗
卵
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綱
紀
S.zH
qS
あ
り
･
讐

大
典
中
に
は
周
渡
の
盃

ハの
流
露

む
臣
票

篇
霊

+.
甜
禦

諾

.
が
あ
-
､
此
等
の
影
響
は
嘗
然
考

へ
ら
れ
､
叉
候
文
の
数
の
少
い
'
殊
に
明
令
の
如
き
小
法
典
に
は
煩
琉
な
篇
目
は
不
適
雷
で
も
あ
る
が
､

一
に
は
太
組
が
か
ね
て
よ

抄
周
稽
六
官
の
制
の
簡
明
な
る
を
改
悪
と
せ
る
に
よ
る
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
る
｡
太
組
は
洪
武
元
年
正
月
戊
寅
中
書
省
の
臣
に
託
し

て

｢
･･････天
子
線
六
官
〇
六
官
凍
石
執
事
｡
大
小
相
継
｡
各
有
倣
展
｡
是
以
事
簡
而
政
不
素
｡
政
治
.
秦
用
商
軟
｡
襲
更
苗
制
o
綾

如
牛
尾
.
暴
民
甚
而
民
不
従
｡
散
乱
｡
卿
等
住
居
宰
輔
O
芸

拳
大
綱
｡
以
率
嘉

｡
芳

銭
治
｡転

蜘

去

っ
て
ゐ
る
.

現
存
明
令
の
候
文
は
吏
令
二
十
侯
'
戸
令
二
十
四
保
'
絶
命
十
七
保
'
兵
令
十

1
僕
'
刑
令
七
十

一
俵
[
工
令
二
僕
､
凡
て
百
四

十
五
侯
で
'
警
鐘
の
記
載
と
合
す
る
｡
淡
武
元
年
律
は
今
供
し
て
居
る
が
､
賢
鉄
に
よ
れ
ば
吏
律
十
八
保
'
戸
律
六
十
三
保
､
躍
律

十
四
保
､
兵
律
三
十
二
保
､
刑
律

一
百
五
十
侯
､
エ
律
八
旗
'
凡
て
二
百
八
十
五
保
で
あ
る
｡
律
令
と
も
に
刑
の
部
に
最
も
侯
文
の

数
が
多
い
.
こ
れ
は
法
律
を
六
部
に
従
っ
て
分
類
す
れ
ば
､
自
然
か
く
な
る
こ
と
で
あ
る
が
'
但
だ
刑
令
の
侯
文
の
特
に
多
S
の
に

は
特
別
の
理
由
が
あ
る
｡

一
髄
明
令
の
候
文
に
は
､
唐
律
な
ど
で
は
律
に
庵
す
べ
き
規
定
が
多
-
含
ま
れ
て
居
少
'
殊
に
刑
令
の
中

に
最
も
多
い
｡
こ
れ
は
令
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
初
頒
律
に
名
例
律
を
炊
い
て
居
る
の
と
粕
陶
聯
し
て
考
ふ
べ
き
こ
と
で
､
初
頒
律

令
に
於
て
は
名
例
的
規
定
は
令
の
中
に
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
庸
律
の
篇
目
に
倣
っ
た
決
武
七
年
律
に
は
名
例
律
を

1
篤
と
し
て

設
け
る
こ
と
ゝ

な
っ
た
が
'
此
時
明
命
中
の
律
的
規
定
を
律
に
ー

そ
の
大
部
分
は
名
例
的
規
定
を
名
例
律
に
･･･.1

入
れ
'
唐
律
の

倖
銃
に
復
し
た
の
で
あ
る
｡
次
に
そ
の
事
を
今
少
し
詳
し
く
説
明
し
よ
う
｡

宋
渡
の
撰
に
か
1

る
洪
武
七
年
の
進
大
明
律
表
に
､

第
日

.I
準
之
於
唐
｡
目
名
例
.,
日
街
禁
0
日
職
制
｡
日
戸
増
｡
日
厩
庫
｡
日
櫨
輿
.
日
成
盗
0
日
闘
訟
.
目
許
燭
.
日
報
律
O

■

日
揮
亡
｡
日
断
獄
o
乗
用
己
頗
奮
律
二
百
八
十
八
侯
o
綾
律

1
百
二
十
八
侯
｡
蕉
命
数
律
三
十
六
侯
｡
因
事
別
枠
三
十

7
僕
｡
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伊

約
0摘

鰻

遺

一
百
｡
十
三
頂

合
六
着

六
｡

分

竺

十
審
議

虻
桝
謂

獅
勧
請

獅
華

盛

竃

鯛
黒

鯛
附

律
に
作
る
｡

と
て
'
洪
武
七
年
律
の
六
百
六
健
の
成
立
を
記
し
て
居
る
｡
そ
の
乗
用
己
頒
膏
律
二
百
八
十
八
傑
と
あ
る
は
'
云
ふ
ま
で
も
な
-
決

武
元
年
律
の
二
百
八
十
五
保
よ
-
揺
-
て
二
百
八
十
八
保
と
し
た
の
で
あ
る
が
､
膏
令
攻
律
三
十
六
保
は
明
令
よ
-
取
っ
て
三
十
六

僕
の
律
燦
を
作
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
O
決
武
七
年
律
は
供
し
て
見
る
を
得
な
い
か
ら
'
こ
の
三
十
六
保
を
正
確
に
知
る
に
由
な

い
が
･
現
在
の
流
布
本
た
る
決
武
三
十
年
番
行
の
律
と
明
令
と
を
封
照
し
て
,&
･
明
令
よ
り
入
れ
る
法
規
は
大
隈
推
知
さ
れ
得
る
｡

決
武
三
十
年
律
は
淡
武
七
年
以
後
､
史
に
決
武
九
年
'
二
十
二
年
の
吏
定
を
経
た
も
の
で
､
候
文
の
数
も
其
間
に
六
百
六
健
よ
り
四

百
六
十
燦
に
減
じ
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
は
多
-
は
候
文
の
併
合
に
警

も
の
毒

へ
ら
れ
'
法
規
の
内
容
に
於
て
も
此
間
に
多
少
の
槍

l

損
奨
更
は
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
､
全
般
的
な
る
大
襲
史
は
な
か
っ
た
も
の
1
如
-
で
あ
う

今
こ
の
洪
武
三
十
年
律
中
に

鵡

於
て
･
明
令
よ
-
入
-
た
-
息

竺

1
規
定
を
含
む
燥
書

示
せ
ば
次
の
如
-
で
あ
る
.
勿
卒
に
検
出
し
芸

で
正
警

保
し
難

l

い
が
'
敢
て
参
考
に
供
す
る
こ
と
1

す
る
O

明
令

明
辞

吏
令

公
事
自
覚
改
正

名
例
律

公
事
失
錯

戸
令

和
棺
和
男

解
納
官

物

兵
令

軍
情

昔
給
路
引

ー

戸
律
倉
戸

出
納
官
物
有
蓮

同

縛
解
官
物

兵
律
軍
政

申
報
軍
務

飛
報
軍
務

兵
律
開
津

詐
冒
給
路
引



3(5Z

刑
令

八 十 五
議 惑 刑

噂
刑

元
骨
合
就
被
薯

訴
訟

二
罪
倶
静

婦
人
犯
罪

犯
罪
自
首

職
官
犯
罪

盗
賊
自
首

徒
流
遇
赦
不
遠

視
威
容
隠
ー

流
閃
家
族

計
旺
倍
債

姓
物
給
投

親
展
代
首

､

名
例
律

同同同刑
律
訴
訟

同名
例
律

同同同同同同同同同同

五
刑

十
惑

八
議

頗
議
者
犯
罪

五

刑

老
小
慶
疾
牧
噴

犯
罪
存
留
養
親

骨
状
不
受
理

越
訴

二
罪
倶
静
以
重
論

工
楽
戸
婦
人
犯
罪

犯
罪
自
首

文
武
官
犯
公
罪

文
武
官
犯
私
罪

加
減
罪
例

徒
流
人
茶
遺
骨
赦

親
属
粕
麓
容
陰

流
園
家
届

拾
段
臓
物

同犯
罪
自
首

T47
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伶
遣
犯
罪

家
人
共
犯

,
轄
投
通
草

軍
官
犯
罪

取
受
計
妊

官
員
家
人
犯
罪

特
旨
庭
決
罪
名

頗
降
律
令

老
幼
犯
罪

評
昔
抵
罪

徒
役

工
令

造
作
軍
許

織
造
撲
匹

同同同同同同同同同刑
律
訴
訟

名
例
律

工
律
営
造

同

除
名
常
差

薬
犯
罪
分
骨
従

給
投
嚇
物

軍
官
軍
人
犯
罪
免
徒
流

軍
官
有
犯

文
武
官
犯
私
罪

磨
議
者
之
父
組
有
犯

断
罪
引
律
令

断
罪
依
新
顔
律

犯
罪
時
未
老
疾

謝
昔

徒
流
遷
徒
地
方

造
作
不
如
法

同

48

右
の
申
､
明
令
の
候
文
を
そ
の
ま
1
律
に
存
す
る
は

一
も
な
-
'

1
二
字
を
攻
め
た
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
も
二
三
あ
る
が
'
多
く
は

律
に
於
て
詳
登
を
加

へ
･
若
し
-
は
法
の
内
容
に
多
か
れ
少
か
れ
襲
更
を
見
､
且
つ
法
文
も
整
っ
て
ゐ
る
｡
令
の
数
候
が
律
の
1
保

中
に
包
含
さ
る
1
も
の
あ
る
は
前
述
の
傑
文
併
合
に
ょ
る
も
の
多
か
る
ペ
-
'
令
の
1
保
は
律
の
一
俵
中
の
1
部
分
を
占
む
る
に
過

ぎ
ざ
る
も
の
が
多
い
｡
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猪
ほ
名
例
律
に
裁
て
少
し
-
附
言
し
置
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
｡
商
運
の
如
-
名
例
的
規
定
は
最
初
命
中
に
率
つ
た
の
を
'
洪
武
七

年
暦
律
十
二
篤
の
目
を
採
用
す
る
に
至
っ
て
名
例
律

1
籍
を
設
け
る
こ
と
1

な
っ
た
の
で
あ
る
が
､
も
と
之
を
唐
律
の
如
-
十
二
篇

の
首
に
置
か
ず
し
て
､
断
獄
律
の
次
'
即
ち
最
後
に
置
い
た
｡
こ
れ
を
律
の
篇
首
に
置
く
こ
と
1
な
っ
た
の
は
洪
武
二
十
二
年
七
篇

に
改
編
せ
る
際
に
あ
る
こ
と
は
'
蜜
銀
の
洪
武
二
十
二
年
明
律
吏
定
の
記
事
に

｢
嘗
律
名
例
律
附
於
断
獄
下
.
雫
是
特
我
之
篇
首
｡｣

と
あ
る
の
で
知
ら
れ
る
｡
但
だ
こ
れ
に
就
て
の
疑
問
は
'
洪
武
七
年
の
進
大
明
律
義
や
警
鐘
の
洪
武
六
年
律
吏
定
(洪
武
七
年
律
)
め

記
事
に
於
て
は
名
例
律
を
十
二
籍
の
首
に
記
せ
る
に
,
明
史
刑
法
志
や
詩
文
霊

考
崇

三
に
は
之
を
篇
末
に
記
し
･
相
符
せ
ざ
る

こ
と
で
あ
る
o
沈
家
本
は
湛
大
明
律
表
と
刑
法
志
と
合
せ
ざ
る
理
由
を
解
樺
し
て
'
既
に
律
を
進
上
し
て
後
に
篇
末
に
移
し
た
の
で

は
な
い
か
と
し
て
ゐ
る
が
･
明
日

果
し
て
然

る
か

香
か

は
･
未
完

分
に
究
明
さ
れ
て
居
ら
ぬ
明
律
吏
定
の
農
相
と
共
に
,
清
爽
の

研
究
に
保
た
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡

49

明
令
は
明
朝

一
代
を
通
じ
,て
法
典
と
し
て
の
効
力
を
有
っ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
が
'
そ
の
個
々
の
傑
規
は
後
出
の
諸
法
令
に
よ
っ

て
改
廃
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
か
ら
､
最
後
ま
で
茸
質
的
に
効
力
を
有
っ
て
ゐ
た
範
囲
は
鎗
程
狭
め
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
と
見
ね

ば
な
ら
な
い
｡

令
保
の
律
に
入
っ
た
者
あ
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
､
こ
の
範
囲
に
於
て
は
明
令
は
効
力
を
失
っ
た
評
で
あ
る
｡
明
律
(刺

律
雑
犯
)
に
は
唐
律
に
倣
ひ
違
令
の
罰
を
規
定
し
て
､

凡
違
令
者
等
五
十
御
斬
新
諸

相

と
し
､
明
律
集
解
附
例
の
哀
話
に
は
之
を
解
し
て
'



圃
初
凍
制
律
之
前
.
､首
著
麓
令
o
以
頒
示
天
下
.
分
翁
六
科
｡
吏
令
自
選
用
以
至
首
藤
等
凡
十
八
保
.

････土

合
則
造
作
筆
答

織
造
段
疋
二
侯
｡
其
間
有
律
倹
並
載
者
0
位
律
科
断
O
若
律
無
罪
名
而
令
有
禁
制
.
則
宮
守
令
('
故
達
者
等
五
十
｡

と
あ
り
､
即
ち
律
に
規
定
あ
る
も
の
は
律
に
依
っ
て
罰
し
､
律
に
規
定
な
き
令
保
に
封
し
て
の
み
こ
の
違
令
の
罰
が
適
用
さ
れ
る
.

叉
刑
法
志
に
は
'

蓋
大
敵
之
於
律
令
也
｡
草
創
於
呉
元
年
.
吏
定
於
洪
武
六
年
.
整
斉
於
二
十
二
年
.
至
三
十
年
始
頒
示
天
下
｡
日
久
而
慮
精
｡

1
代
法
始
定
｡
中
外
決
獄
.

1
準
三
十
年
所
煩
｡
其
洪
武
元
年
之
令
O
有
律
不
栽
雨
具
於
合
着
｡
法
司
得
援
以
寓
語
｡
詰
於
上

而
復
行
寓
O

と
あ
り
､
之
に
繰
れ
ば
'
法
司
が
律
に
規
定
な
き
明
令
の
法
規
を
援
引
し
て
裁
断
を
篤
す
に
は
上
裁
に
保
た
ぬ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
｡

明
令
の
法
規
に
は
律
に
よ
っ
て
吸
塵
せ
ら
れ
た
も
の
1
外
､
後
出
の
燥
例
'
諸
種
の
法
典
若
し
-
は
軍
行
の
法
令
に
よ
っ
て
改
廃

せ
ら
れ
た
る
も
の
1
多
か
る
べ
き
こ
と
は
'
明
令
の
規
定
を
取
扱
ふ
に
雷
っ
て
必
ず
考
慮
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
｡
例

へ
ぼ

趨
令
の
喪
服
等
差
の
促
に
定
め
ら
れ
た
吏
服
規
定
は
'
洪
武
七
年
頒
行
さ
れ
た
孝
慈
蝕
に
於
て
'
帝
衰
三
年
の
栗
を
度
し
'
母
及
び

鴇
母

･
慈
母

･
養
母

･
庶
子
の
所
生
母
に
封
す
る
喪
服
を
父
と
同
じ
-
斬
衰
三
年
と
す
る
等
の
大
轡
革
を
加

へ
ら
れ
'
以
後
こ
れ
が

党
別
と
な
っ
て
ゐ
る
が
如
き
で
あ
る
｡

前
に
三
日
し
た
や
う
に
､
明
令
は
囲
初
暫
定
的
に
制
定
せ
ら
れ
た
ま
1

で
'
そ
の
後
法
典
と
し
て
野
展
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
､
形
式
的
に
は
律
令
と
並
び
栴
す
る
け
れ
ど
も
､
後
に
完
備
し
た
明
律
と
嘗
質
に
於
て
比
肩
す
る
も
の
で
は
な
く
､
そ
の
明
代

法
律
中
に
於
て
占
む
る
地
位
も
唐
朱
の
令
の
如
き
も
の
で
な
S
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
O
さ
れ
ば
丘
棒
は

50



斯
令
也
葦
輿
漠
高
組
初
入
関
｡
約
法
三
尊
o
壁
尚
組
入
京
師
｡
約
法
十
二
傑
同

7
意
地
｡
至
六
年
｡
始
命
刑
部
備
蓄
劉
惟
謙
等

造
律
文
.
叉
有
決
武
穏
制

･
諸
司
職
掌
之
作
.
輿
大
詰
三
編
及
大
詰
武
臣
等
書
｡
凡
庸
宋
所
謂
律
令
格
式
輿
共
編
敷
.
普
茶
是

也
O
但
不
用
唐
宋
之
奮
名
耳
.
献
諾

頚

と
云
っ
て
ゐ
る
が
,
か

-令式に代るべき種
々
の
箕

が
川
釆
空

と
は
遂
に
明
箕

髭

絹
欄
相
㌫

嗣
順
鵬
鮎

的
Ⅶ酎

髭

.4

倍
古
定
制
･
孝
慈
鎮
･
敦
露

文
･
の
如
き
練
合
的
法
典
を
欲
す
る
に
至
つ
空

の
理
由
で
あ
る
｡

大
明
律
･
軍
法
定
律
･
憲
鯛

な
ほ
明
曾
典
に
明
令
の
候
文
を
決
武
元
年
今

決
武
初
令
･･S
武
二
年
令
等
上
し
て
収
載
し
て
ゐ
る
外
'
明
律
注
樺
書
の
多
-
は
明

令
の
候
文
を
附
著

し
-
は
引
用
し
て
ゐ
る
や
う
で
雪

o
余
の
調
べ
た
の
は
大
明
律
例
附
解

牌
噸
缶

甑
細
馳
詣

及
び
毒

堂

の
律
例
等
樺
の
二
書
に
過
ぎ
ぬ
が
､
二
書
供
に
律
侯
の
後
に
関
係
の
令
候
を
附
載
し
て
居
る
｡
そ
の
附
我
の
箇
所
及
び
附
載
候
文
は

必
ず
し
も
同
じ
で
苧

･
違

者
が
各
自
見
る
所
に
よ
っ
て
揮
び
讐

た
も
の
品

-
で
あ
る
｡
霜

的
詣

抑
議

虻
か
獣

棉
針

的
oS
但
だ
硯
春
最
も
流
布
せ
る
明
律
集
解
附
例
に
は
之
を
附
載
し
て
ゐ
な
い
｡

51-･.

明
の
太
組
は
元
の
法
制
を
嫌
忌
し
て
中
華
的
法
制
の
再
建
に
努
力
し
'
律
に
裁
て
は
決
武
元
年
律
よ
り
し
て

｢
唐
に
準
じ
て
之
を

噛
損
す
｣
と
1
ふ
こ
と
が
見
え
て
ゐ
る
･
認

管

に
現
存
の
明
律
中
に
は
元
の
法
律
を
踏
警

る
法
規
の
存
す
る
こ
と
は
･
醇
允

升
の
質

律
合
編
な
ど
も
之
に
注
意
し
､
我
が
有
高
巌
博
士
は

｢
元
代
の
堰
姻
に
撃

る
法
律
の
研
究
｣諾

敵
卵
鮒
詔

中
に
･
唐

律
に
全
-
無
-
し
て
元
史
刑
法
志
の
或
族
文
と
共
通
せ
る
明
律
の
燥
文
三
十
有
飴
を
列
拳
し
て
居
ら
れ
る
O
明
律
が
元
の
法
律
を
襲

用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
､
時
宜
に
よ
っ
て
法
を
制
す
る
上
か
ら
云
へ
ぼ
雷
に
然
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
､
明
令
に
於
て
も
同

様
の
寄
算
が
布
衣
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
自
ら
推
測
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
｡
況
ん
や
明
令
に
就
て
は
律
の
如
-
唐
に
準
じ
た
と
い



こ
と
も
記
さ
れ
て
ゐ
な
S
の
で
あ
る
｡

7
濃
淡
武
元
年
律
令
の
形
式
か
ら
し
て
も
'
元
の
法
律
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
'
延
い
て
は
関
係
が
考
へ
ら
れ
る
｡
元
年
律
令
の

六
分
法
が
元
の
法
典
よ
り
の
影
響
を
考
へ
し
め
る
こ
と
に
就
S
て
は
既
に

1
1117日し
た
が
'
其
他
に
於
て
も
､
名
例
律
が
律
に
入
ら
ず

し
て
命
中
に
含
ま
れ
誓

こ
と
も
･類
似
美

元
通
制
に
求
め
る
こ
と
が
出
誓

｡
安
部
健
夫
筆

の
｢
大
元
通
知
解
説
｣
鵬
斯
謂

京

に
従

へ
ぼ
'
大
元
通
制
中
の
保
格
は

｢
令
的
法
規
を
主
と
し
て
他
に
若
干
の
格
的

･
式
的
法
規
を

包
含
す
る

1
種
の
行
政
法
典
｣

そ
の
管

は
祭
柁
･
戸
令
･
警

･
選
警

官
衛
･
軍
防
･
儀
制
･
衣
服
･
公
式
･
警

･
倉
庫
･
厩
牧
･
欝

･
で
あ
-
･
断
例
は

｢
判
決
例

揃
亡
･
賞
令
･
雷
葵
･
田
令
･
就
役
･
個
寧
･
獄
官
･
耕
令
･
倍
遭
･
昏
膳
･
河
防
･
服
制
･
粘
赤
･
棟
貸

(決
断
事
例
)
と
律
的
法
規
(決
断
通
例
)
と
を
包
苧

る

一
種
の
刑
法
典
｣
那
詣

剛
鮎
欄
槻
㌔

鮒
㌔

舶
㌔

馳
㌔

輿
.
で
あ
っ
て
,

こ
の
断
例
及
び
候
格
の
第
日
は
そ
れ
ム
ー
金
の
秦
和
律
及
び
令
の
篇
目
を
模
倣
し
て
少
許
の
変
更
を
加

へ
た
も
の
で
計
る
が
､
泰
和

律
に
存
す
る
名
例
籍
が
断
例
に
無
い
の
は
､
刑
統
賦
疏
に

｢
断
例
は
即
ち
唐
律
十
二
第
'
名
例
は
獄
官
に
繰
出
し
て
保
格
に
入
る
｣

と
見
え
'
大
元
通
制
に
て
は
名
例
第
は
侯
格
中
に
包
合
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
決
武
元
年
律
に
名
例
篇
な
-
'
名
例
的
法
規
が
明

命
中
に
存
す
る
理
由
は
'
こ
の
事
葦
と
考
へ
合
す
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
'
太
組
が
頻
-
に
攻
撃
せ
る
通
制
侯
格
が
即
ち
明
令
制

定
の
際
に
於
け
る
最
も
有
力
な
る
法
源
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡

更
に
個
々
の
候
文
に
就
い
て
見
て
も
'
明
食
中
に
は
通
制
傑
格
乃
至
孟

ハ章
の
候
文
に
酎
似
せ
る
耳
の
あ
る
を
賢
兄
す
る
.
例

へ

∫

ば
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
｡

52

通
制
保
終
巻
八
俵
制
'
至
元
八
年
十
一
月
十
五
日
聖
旨

一
公
服
倶
右
裡

上
得
兼
下
下
不
得
借
上

明
合
縛
合
'
公
服

凡
文
武
官
員
公
服
各
位
品
従
不
得
借
用

1
公
服
倶
右
椎



萱
晶
官
紫
薙
服
大
端
斜
花
慮
径
伍
寸

.
式
晶
官
紫
蘇
服
小
猫
斜
花
慮
径
参
寸

金
品
官
紫
羅
服
敬
答
花
謂
無
枝
葉
者
慮
径
武
寸

砕
品
伍
品
官
紫
羅
服
小
難
花
産
経
萱
寸
伍
分

陸
品
集
晶
緋
羅
服
小
難
花
慮
径
萱
寸

捌
品
玖
品
練
薙
服
無
文
薙

一
偏
帝
倶
係
紅
綬

上
梓
兼
下
下
不
得
借
上

萱
品
官
玉
砕

式
品
官
花
犀
帯

金
晶
癖
品
茅
枝
金
帝

伍
晶
陸
品
集
晶
捌
品
玖
品
倶
鳥
犀
角
帝

(
右
の
規
定
は
元
典
章
絶
部
巻
二
服
色
の

｢
文
武
品
社
服
背
｣

に
も
見
ゆ
)

こ
の
公
服
の
制
基

の
公
服
の
制
船
班
輿

と
封
照
し
て
見
る
と
･

言
叩
紫
羅
服
犬
猫
科
花
慮
径
五
寸

二
品
紫
蘇
服
小
猫
料
花
産
経
三
寸

三
晶
紫
蘇
服
散
搭
花
直
径
二
寸

四
品
五
品
紫
薙
服
小
難
花
産
経

一
寸
五
分

六
品
七
品
緋
推
服
小
難
花
慮
径

一
寸

八
品
九
品
線
羅
服
無
花
紋

凍
入
流
品
檀
褐
線
窄
A
(離
諸

M
鵬
鎧

錆

)

帝
倶
用
紅
程

1
品
玉
砕

二
品
花
犀
帝

三
品
四
品
茅
枝
金
静

五
品
至
九
品
鳥
角
樽

未
入
慧

者
莞

霊

獣

倶
展
角
(
舶
臥
舶
3
綱
川
保
)

元
制
は
金
制
を
遍
ひ
て
少
愛
し
'
明
令
の
制
些
花
の
そ
れ
に
由

53-

来
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
因
み
に
明
で
は
間
も
な
-
こ
の
制
は
轡
吏
せ
ら
れ
た
｡

通
制
保
終
巻
十
六
円
令
'
妄
献
田
土

大
穂
八
年
正
月
欽
奉
詔
書
内

一
軟
｡
囲
家
財
賦
自
有
常

明
合
戸
令
､
妄
献
山
場

凡
民
間
艦
載
自
有
常
額
｡
諸
人
不
得
於
諸
玉
樹
馬
功
動
大



制
｡
比
者
諸
人
妄
猷
円
土
戸
計
山
場
寄
冷
｡
槍
添
課
程
｡

無
非
微
名
倉
利
｡
生
寄
書
民
｡
今
後
悉
皆
禁
絶
｡
達
者

治
罪
｡

.

(
右
の
規
定
は
元
典
章
聖
政
巻

1
抑
奔
鼓
の
健
に
も
見
ゆ
｡

な

は
通
制
保
終
巻
三
戸
令
の
大
徳
三
年
正
月
謎
王
公
主
鮒
馬
に
戸

計
地
土
を
量
献
す
る
を
禁
ぜ
る
聖
旨
を
参
照
す

べ
し
.
)

臣
及
各
行
門
｡
妄
猷
田
土
山
場
等
治
｡
遺
書
於
民
｡
達
者

､
治
罪
｡

右
は
特
に
保
文
の
望

字
句
の
酎
似
せ
る
も
の
-
偶
ま
目
に
嘱
れ
た
る
患

っ
て
例
示
し
雷

過
ぎ
ぬ
が
､
通
制
傑
格
㌶

忙
佃
物
.

元
典
章
･
及
び
元
史
刑
法
志
諸

鐙

拍
認

諾

S
･p
e

を
精
査
し
た
な
ら
ば
･
必
ず
や
明
令
が
元
の
法
律
を
踏
嘗

る
も
の
-
顔

る
多
き
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
｡
安
部
畢
士
些
九
の
法
律
が
元
代
に
於
て
漸
次
中
華
化
し
た
る
過
程
を
説
き
､
大
元
通

制
が
律
令
風
の
法
典
な
る
を
明
か
に
L
t
明
の
太
組
の

｢
唐
宋
皆
有
戒
律
断
獄
｡
惟
元
不
倣
苗
制
｡

取

一
時
所
行
之
事
窺
燦
格
｡｣

の
語
に
よ
っ
て
蔽
は
れ
た
る
事
苦
の
牛
雷

澄
明
せ
ら
れ
た
が
･
鯛
鮎
讐

面
に
於
て
太
組
の
制
定
し
た
律
令
が
･
範
を
苗
制
に
取

ら
ん
と
し
っ
1
も
衛
頗
る
多
-
元
の
法
律
に
依
摸
せ
る
を
見
る
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
殊
に
明
令
の
如
き
'
創
業
の
際
勿
卒
に

作
ら
れ
た
る
法
典
が
'
さ
し
あ
た
-
主
と
し
て
在
来
の
法
た
る
元
法
の
中
よ
-
抽
出
さ
れ
'
之
を
基
礎
と
し
て
若
干
の
改
革
を
施
し

た
も
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
'
同
時
に
初
頒
律
も
唐
に
準
じ
て
槍
損
す
と
云
は
れ
て
は
ゐ
る
が
､
唐
律
を
講
究
し
て

吏
定
さ
れ
た
後
の
律
よ
り
は
除
程
元
臭
の
強
か
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
'
明
命
中
に
含
ま
る
1
名
例
的
規
定
よ
-
類
推
さ
れ
る

で
あ
ら
う
0
聖

馴
泥

指

].14<)皿
=.LFi
皿
餓

:餌

甑

e.J,:1.鶴
･.a
s
冊
壷

告

偏

明
<i
lj
I
=
1-
ぎ

巷
肘
し
た
か
票

は
詳
か
に
せ
ぬ
が
･

明
令
に
就
い
て
は
何
等
準
球
す
る
所
を
云
は
す
'
ま
た
明
令
が
遂
に
令
的
法
典
と
し
て
蓉
展
し
な
か
つ
た
こ
と
等
か
ら
観
て
も
'
恐

54



ち
-
直
接
に
は
庸
令
は
参
照
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡
明
令
構
成
の
源
流
を
討
究
す
る
こ
と
の
如
き
は
､
こ
の
小
文
の
企
及
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
が
､
仁
井
田
博
士
の
言
を
倍
れ
ぼ
､
｢
令
の
内
容
に
は
唐
宋
金
元
諸
法
律
と
同

一
性
あ
る
も
の
も
多
い
｡｣
博
士
凋

就
中
特
に
明
令
の

｢
喪
服
等
差
｣
の
燦
に
規
定
す
る
五
服
の
制
に
就
い
て
'
唐
榎
に
あ
っ
て
唐
令
に
は
存
し
な
か
っ
た
五
服
制
度
が

後
世
法
典
に
入
-
乗
る
径
路
を
考
へ
､
そ
の
令
な
る
法
典

Q
鰻
系
に
取
入
れ
て
令
保
と
し
た
こ
と
の
明
瞭
な
の
は
金
の
泰
和
令
よ
-

で
あ
っ
て
､
そ
の
後
に
於
て
は
明
令
あ
る
の
み
で
あ
り
'
明
令
構
成
の
源
流
を
知
る
に
は
泰
和
令
も
貴
重
な
る
賓
料
な
-
と
せ
ら
れ

た
O
鯛
鮎
輔
事
和
合
に
服
制
令
が
あ
-
､
通
制
侯
格
に
も
之
を
承
け
て
服
制
篤
が
あ
り
､
明
令
の
侯
文
が
直
接
に
は
元
の
箕

か
ら

来
て
ゐ
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
が
'
未
だ
詳
し
く
は
考
へ
て
ゐ
な
い
｡

三

明

令

の

侍

本

明
令
の
倦
本
に
撃

は
､
既
に
仁
井
宙
博
士
の
所
説
に
要
償
は
警

れ
て
居
る
が
･
網
棚
瑠

今
こ
-
に
は
便
宜
上
霞

を
厭
は

す
述
べ
る
こ
と
-

す
る
O

太
組
蜜
錬
洪
武
六
年
四
月
戊
域
に
律
令
舶
別
納

憲
綱
を
重
刊
し
て
之
を
諸
司
に
頒
つ
と
見
え
て
ゐ
る
か

ら
･
是
よ
基

既
に
律
令
の
刊
本
が
あ
っ
た
謬
で
あ
る
｡

周
弘
組
謂

鮮
少

の
寺

書
刻
に
よ
れ
ば
･
明
令
の
若

刊
本
は
募
靖
頃

ま
で
に
は
内
雁
木
'
南
京
国
子
監
本
二
臓
建
本
(
延
平
府
本
及
び
書
坊
本
)
等
の
官
本
及
び
坊
刻
本
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
梅

鷺
の
南
雲

悪

者
に
よ
れ
ば
嘉

中
南
京
讐

藍
に
警

る
刻
板
に
大
明
令

壷

誤

㌍

欄
.<
5
欝

3'
i
卵
㌫

鳩
が
あ
っ
た
｡

こ
れ
ら
明
令
の
明
刊
畢
行
本
の
俸
存
す
る
も
の
あ
る
や
否
や
を
知
ら
ぬ
が
'
余
は
昨
春
天
津
に
故
李
盛
鐸
氏
を
訪
ひ
同
氏
の
蔵
書
を

観
た
る
際
､
同
家
の
書
目
中
に
大
明
令

7
番
(明
刊
黒
口
本
)
と
あ
る
を
見
た
の
で
'

一
見
を
請
う
た
が
'
常
時
同
家
で
は
善
本
の
類

を
数
十
宙
の
鞄
に
語
か
込
み
あ
り
て
速
に
取
-
出
で
難
か
わ
し
篤
め
､
遂
に
見
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
っ
た
｡
然
る
に
舵

千
人
文
科
畢
研
究
所
に
は
前
に

1
1ill臼し
た
明
令
の
奮
抄
本
が
あ
り
'
こ
れ
は
仁
井
町
民
も
云
は
れ
て
ゐ
る
如
-
､
明
刊
本
の
形
式
を
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倦

へ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
巻
首
に
洪
武
元
年
正
月
十
八
日
の
聖
旨
を
載
せ
'
次
に
前
に
掲
載
し
た
総
裁
官
及
び
議
律

官
を
列
L
t
次
に
日
銀
､
次
に
本
文
が
あ
り
'
巻
尾
に
は
歳
月
を
記
し
て

｢
寓
暦
三
十
二
年
十
月

日
｣
と
居
り
'
最
後
に
常
時
の

校
刻
関
係
者
と
思
は
れ
る
郡
察
院
の
官
を
左
の
如
-
書
し
て
ゐ
る
｡

太
子
太
保
郡
察
院
左
都
御
史

左
副
郡
御
史

左
倉
郡
御
史

経
歴
司
経
歴

郡
事

司
務
磨
司
務

臣

塩

縮

臣

魯

折

臣

題

士

登

臣

張

嘉

言

臣

劉

際

炎

臣

王

延

俊

臣

郭

慶

年

照
磨
断
層
磨

臣

郭

艮

翰

検
校

臣

粛

艮

命
重

塩
縮
は
寓
暦
中
左
郡
御
史
た
る
こ
と
明
史
雀
宮
二
十
太
侍
に
見
え
て
ゐ
る
o
最
後
の
蒲
良
命
の
下
は
重
校
か
何
か
の

7
字
を
股
し

て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
｡
之
に
凍
っ
て
寓
暦
刊
本
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
｡
巻
首
の
街
名
及
び
巻
尾
の
年
既

･
街
名
は
後
述

の
大
域
永
綬
本

･
羅
氏
陸
庵
叢
書
本

･
豊
明
制
書
所
収
本

･
安
部
畢
士
所
蔵
の
元
文
三
年
抄
本
に
は
見
え
ぬ
と
こ
ろ
で
'
余
は
此
抄

本
に
於
て
の
み
見
た
の
で
､

珍
ら
し
-
思
ひ
特
に
掲
載
し
た
の
で
あ
る
.
な
ほ
こ
の
抄
本
の
目
録
は

｢
律
令
目
録

令
一
首
四
十
五
｣

と
標
し
･
元
文
抄
本
を
除
-
他
の
掌

に

｢
大
明
令
孟

｣
と
あ
る
の
と
異
っ
て
ゐ
る

.･獅題が
ru3
1
rPe
ki輔
嘩

翫

堅

こ

れ

●
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は
此
書
が
律
令
合
絹
本
よ
-
出
で
来
っ
た
も
の
な
る
こ
と
を
息
は
し
め
る
｡
律
令
合
編
乃
至
合
剤
本
が
存
在
し
た
と
い
ふ
確
詮
は
未

だ
夢
見
し
な
い
が
､
最
初
は
1

殊
に
律
の
未
だ
吏
定
さ
れ
な
い
洪
武
元
年
律
令
な
ど
は
合
編
さ
れ
た
ゞ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
想
像

に
難
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

文
淵
望

目
の
開
朝
の
部
に
は

｢
律
令
賃

率

と
い
ふ
も
の
が
あ
る
が
､
如
何
-

書
か
明

警

亨

､
叉
･
世
雷

書

目
に
は

｢
大
明
律
全

章

亀

甲
.g
L
と
見
え
･

巻
数
が
多
過
ぎ
る
や
う
に
息

は
れ
る
が
･
若
し
こ

れ
に
管

が
な
け
れ
賃

絹
本
の
警

至

得
る
｡
人
文
科
挙
研
究
所
の
紗
本
誌

縞
堂
譜

納
詣

絹

の
寓
蔵
本
で
雪

て
印
記

あ
り
､
振
給
量

目
の
抄
本
史
類
に

｢
明
令

蒜

虹
鮎
釧
楊
｣
と
著
讐

れ
て
ゐ
る
の
が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
.
窪

明
末
の
千
頃
量

目
に
竺

大
明
令

を

請

謁

詔

議

詣

諾

毘

詣
㌫
｣
が
あ
る
｡

こ
の
注
記
を
見
る
に
李
蓋

の
名
塞

げ
す
･
楊
憲

を
楊
慈
に
作
っ
て
ゐ
る
鮎
か
ら
し
て
振
拾
堂
本
と
同

7
軽
の
本
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
'
南
本
の
陶
係
ま
で
は
も
と
よ
り
分
ら
な

い｡其
他
現
存
の
刊
本
で
は
豊
明
制
菩
所
牧
本
及
び
羅
振
玉
氏
が
降
魔
叢
書
の
一
と
し
て
刊
行
し
た
単
行
本
が
あ
久

本
邦
に
は
延
享

四
年
大
域
永
麓
の
校
劃
し
た
単
行
本
が
あ
る
｡
抄
本
と
し
て
は
安
部
畢
士
が
'
大
域
本
刊
行
よ
り
九
年
前
な
る
元
文
三
年
の
奥
書
あ

る
抄
本
を
所
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
大
域
本
は
永
按
の
序
に

｢
其
の
濃
式

1
に
菌
刻
に
循
ふ
｣
と
あ
る
が
'
そ
の
蕃
刻
が
如
何
な
る
本

な
る
か
は
不
明
で
あ
る
｡
こ
の
校
刻
本
は
明
骨
典
'
刑
書
輝
倉
､
明
律
等
樺
(
王
肯
堂
の
律
例
等
樺
な
る
べ
し
)
所
載
の
明
令
傑
文
を

以
て
校
勘
し
､
校
語
を
欄
外
に
標
記
し
て
あ
る
が
'
往
々

｢某

一
作
某
｣
と
あ
る
を
見
れ
ば
'
明
令
の
異
本
と
も
封
校
し
た
や
う
で

あ
る
｡
但
だ
律
例
等
樺
に
就
5
て
調
べ
て
見
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
､
校
勘
の
結
果
､
異
同
を
悉
-
記
し
た
の
で
な
-
'
意
を
以
て
是

な
る
も
の
を
搾
取
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
｡
叉
こ
の
書
を
豊
明
制
善
本
及
び
元
文
抄
本
を
以
て
校
す
る
に
'
こ
の
書
に
等
樺

及
び
曾
典
に
球
っ
て
補
入
す
と
あ
る
文
字
は
豊
明
制
書
本

･
元
文
抄
本
に
は
皆
あ
り
t､
又
こ
の
書
が
本
文
に
作
れ
る
を
'
校
語
に
そ

5/7
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の
注
な
る
べ
き
を
疑

へ
る
虚
は
'
南
本
に
は
正
し
-
注
に
作
-
'
其
他
に
も
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
O
尤
も
皇
明
制
書
に
も
教
程
の

刊
本
が
あ
-
･
そ
の
所
収
書
に
も
由
人
が
あ
る
が
･
余
の
校
し
た
の
は
慮
芸

江
芳

徒
鯨
刊
の
十
四
雲

船
齢
文

で
あ
る
｡
豊
明

制
善
本
と
元
文
抄
本
と
の
間
に
も
異
同
が
あ
-
'
両
者
は
別
系
の
本
で
あ
る
と
思
は
れ
る
｡
元
文
本
は
筆
蹟
拙
-
誤
字
も
多
い
が
'

注
意
す
べ
き
本
で
あ
る
｡
此
本
の
目
録
は
'
そ
の
本
文
に
は
存
す
る
九
項
を
挽
落
し
て
ゐ
る
が
'
戸
令
の

｢
指
腹
篤
親
｣
と

｢
解
約

官
物
｣
と
の
間
に
'
皇
明
制
書
本

･
大
域
本
等
に
は
無
き
｢
伶
遺
EE
糧
｣
の
T
項
が
あ
る
｡
然
る
に
本
文
で
は
'
指
腹
寛
親
の
僕
の
攻

に
蛋
白
が
あ
っ
て
'
解
約
官
物
の
保
の

｢
布
貨
等
物
本
｣
ま
で
を
映
い
て
居
少
'
こ
の
蛋
白
の
盛
に
は
'
妙
寛
の
際
の
も
の
と
思
は

れ
る
附
葺
に

｢
本
紙
に
も
此
間
摺
別
不
見
之
御
座
候
｣
と
記
し
て
ゐ
る
｡
こ
れ
に
就
て
連
想
さ
れ
る
の
は
'
前
記
の
南
京
園
子
監
の

刻
板
が
六
十

一
両
中
の
弟
十
六
両
を
脆
す
と
あ
る
こ
と
で
､
こ
の
抄
本
の
杢
白
の
位
置
が
略
ぽ
そ
の
見
首
に
近
-
､
或
は
こ
の
園
子

監
本
の
系
統
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
｡
何
れ
に
し
て
も
.
売
文
本
の
目
録
に

｢
伶
蓮
田
楊
｣
の
一
項
が
多
き
こ
と
は
'
目

線
の
槙
抱
に

｢
律
令
目
線
ト
と
あ
る
こ
と
1
共
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
｡
人
文
科
畢
研
究
所
本
に

｢
伶
遺
円
墳
｣
が
如
何
に
な

っ
て
ゐ
る
か
は
､
目
下
橋
川
時
雄
氏
に
調
査
を
依
増
し
て
ゐ
る
が
'
そ
の
結
果
に
依
っ
て
更
に
考

へ
て
見
た
-
思
っ
て
ゐ
る
｡
羅
氏

の
睡
魔
叢
書
本
も
本
-
と
こ
ろ
を
記
し
て
ゐ
な
い
が
'
之
を
大
域
本
と
封
照
す
る
に
'
そ
の
大
域
本
を
重
刊
L
t
そ
の
校
語
を
揮
取

し
て
本
文
を
改
訂
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
ひ
な
-
､
寓

7
然
ら
す
と
す
る
も
犬
蔵
本
の
上
に
出
づ
と
こ
ろ
な
き
も
の
で

あ
TO
｡

な
ほ
こ
1
に
附
言
す
べ
き
は
､
現
存
の
明
令
が
最
初
頒
行
の
時
の
ま
1
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
ふ
疑
ひ
で
あ
る
｡
兜
づ
､
皇

明
制
書
本

･
大
域
本
等
に

｢
伶
遺
円
糧
｣

一
煤
を
腺
し
て
ゐ
る
も
の
と
す
れ
ば
'
此
等
の
本
の
傑
文
数
が
青
線
等
に
記
す
所
と
符
合

す
る
こ
と
に
封
し
て
疑
問
を
生
す
る
評
で
あ
る
.
刑
令

｢
重
曹
拭
罪
｣
の
侯
は
､
皇
明
制
書
本

･
大
域
本

･
売
文
木
骨
二
俣
の
簡
裁
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に
な
っ
て
ゐ
る
が
'
二
侯
中
の
後
の
一
陳
に
は
､
三
書
並
び
に
胃
頭
の

｢
凡
｣
の
字
が
な
く
'
豊
明
制
書
本

･
元
文
本
の
目
線
に
は

此
侯
の
目
の
下
に
大
域
本
に
見
る
如
き

｢
二
燦
｣
の
字
が
な
い
こ
と
な
ど
も
疑
問
を
提
供
す
る
｡
叉
豊
明
制
書
本

･
大
域
本
に
は
兵

令

｢
急
漂

兵
｣
の
候
に

｢
互
見
職
掌
兵
部
｣
と
い
ふ
注
が
あ
-
､
謂

増

兵
部
職
基

脚
鯛

に
は
同
事
項
に
撃

る
規
定
が
多

少
内
容
を
襲
じ
て
見
え
て
ゐ
る
が
'
六
部
職
掌
を
定
め
た
の
は
決
武
五
年
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
注
記
は
後
の
附
加
物
で
'
皇
明
制
書

の
如
き
諸
司
職
掌
等
と
の
合
刻
本
に
由
来
す
る
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
｡

叉
詔
書
に
天
明
令
と
し
て
引
か
れ
て
ゐ
る
文
に
現
存
明
令

に
な
い
も
の
が
あ
る
.
大
明
律
例
附
解
の
吏
律
職
制

｢
姦
慈
｣
の
保
の
解
に
大
明
律
底
引
を
引
き
て
'

0
0
0
0

授
産
引
謂
｡
凡
姦
邪
進
撃

口､
左
使
殺
人
者
｡
遇
大
赦
歪

原
発
｡
天
明
令
云
｡
時
速
人
心
者
｡
曾
赦
亦
不
原
発
｡
断

と
あ
り
'
叉
吏
律
公
式

｢
講
読
律
令
｣
の
保
の
注
に
､

0
0
0
0

依
大
明
令
｡
毎
俸

一
石
折
鏡

一
百
文
｡

叉
同
じ
-
公
式

｢
照
刷
文
巻
｣
の
候
に
律
解
哲
疑
を
引
き
､

0
0
0
0

撰
摺
疑
云
｡
棒
銀
准
大
明
令
｡
毎
米

1
着
該
砂

一
百
文
.

と
見
え
る
が
､
何
れ
も
明
令
に
な
き
文
で
あ
-
､
又
律
例
等
樺
の

｢
講
読
律
令
｣
の
燦
の
葦
樺
に
も
､

0
0
0
0

俵
大
明
令
｡
民
官
月
俸
｡
銭
米
相
乗
.
罰
俸
止
罰
俸
鏡
.
毎
俸

7
右
折
鏡

1
百
文
｡

と
あ
り
､
こ
の
文
の
7
部
は
刑
令

｢
軍
官
罰
俸
｣
の
保
'

凡
民
官
月
俸
｡
銭
米
相
乗
.
罰
俸
止
罰
俸
鏡
.
軍
官
月
支
全
米
.
知
遇
罰
俸
.
合
輿
民
官

7
鰻
和
算
｡
追
罰
俸
鰻
｡

に
見
え
る
が
T
毎
僻

一
石
折
鏡

7
古
文
｣
の
文
は
見
え
な
い
｡
こ
れ
ら
は
何
時
か
明
令
よ
-
則
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
'
詳
し
-
は
後

考
を
保
ち
た
い
｡
文
明
史
穏
志
に
は

｢
服
紀
｡
明
初
演
大
明
令
｡
凡
喪
服
等
裳
｡
多
肉
前
代
之
奮
｡
決
武
七
年
孝
慈
錬
成
｡
固
列
於
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大
明
令
｡
判
示
中
外
.｣
と
あ
る
け
れ
ど
も
'
現
存
の
明
令
に
は
喪
服
鳳
は
な
-
､
明
律
に
は
喪
服
息
を
載
せ
て
ゐ
る
｡

明
令
は
国
史
経
篤
志
に
は
著
銀
さ
れ
て
ゐ
る
が
､明
史
重
文
志
､四
度
提
要
並
び
に
之
を
錬
せ
ず
､
其
他
清
朝
の
書
目
に
は
振
給
堂

書
目
.
孝
慈
堂
書
目
等

〓

石

も
の
に
見
え
る
の
み
で
､L梅

本
は
甚
だ
稀
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
､
醇
允
升
の
唐
明
律
合
簾

に
明
令
を
引
-
も
'
僅
か
に
律
書
附
我
の
侯
文
に
依
り
､
沈
家
本
は
明
令
軍
行
本
を
以
て
侠
書
と
考
へ
'
大
明
律
詩
法
に
引
-
所
を

輯
め
て

壷

を
成
す
べ
L
と
き

て
ゐ
る
｡
詣

絹
地
詣

絹
碓
鮒
詑

楊
鴻
烈
の
中
図
法
筈

達
史
に
は
芳

虎
夫
氏
の

｢
嘉

に
於
け
る
法
典
編
纂
の
沿
革
｣
に
よ
っ
て
'
た
ゞ
大
域
本
の
布
衣
を
知
る
も
之
を
見
ざ
る
展
め
に
'
浅
井
氏
の

｢
支
那
法
制
史
｣
に

警

た
る
朋
令
の
菓
服

制
を
胡

制
に
非

ず
と
疑
ひ
･
耽
鎧

岬
附
紺
諾

醐
哲

郎
柵
譜

"
髭

船
津

霊

S
い｣
陳
聖

の
｢
中
監

制
史
｣
に
も
､
重
文
志
に
錬
せ
ざ
れ
ぽ
常
時
己
に
侠
散
し
､
た
ゞ
東
涼
な
ほ
刻
本
あ
る
の
み
と
し
､
孫
組
基
の

[
中
国
歴
代
法
家
著

述
考
｣
も
た
ゞ
降
魔
叢
書
本
を
知
る
の
み
で
あ
る
｡

大
域
永
綬
(龍
山
と
験
す
)
は
校
刻
明
令
序
に
日
田
大
域
永
紋
と
自
署
し
て
ゐ
る
の
で
､
豊
後
の
日
円
の
人
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
､
そ
の
俺
は
未
詳
で
あ
る
｡
腐
瀬
淡
窓
､
旭
荘
を
出
し
た
日
田
郡
に
は
'
盲
-
天
武
天
皇
の
孫
大
蔵
卿
鈴
鹿
王
の
子
で
'
平
城
天

皇
の
御
代
に
豊
後
介
と
な
っ
た
中
井
王
よ
り
出
づ
る
豪
族
大
域
氏
が
あ
り
'
そ
の
家
は
永
享
嘉
昔
の
頃
ま
で
粕
持
し
た
と
い
ふ
こ
と

で
あ
っ
て
･
代
々
永
字
を
名
に
つ
け
て
居
る
･
朋
舶
瑠

徳
川
時
代
に
笑

域
永
緩
J1
-
後
の
人
に
農
署

大
域
永
常
が
-

｡
永

按
の
こ
と
も
郷
土
で
は
知
れ
て
ゐ
る
か
と
思
ひ
'
日
田
の
さ
る
郷
土
史
研
究
家
に
間
ひ
合
せ
た
が
'
よ
-
わ
か
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で

あ
っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
は
備
ほ
よ
く
調
べ
て
見
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
｡
な
ほ
徳
川
時
代
に
於
け
る
明
令
に
附
す
る
著
述
に
は
永
按
と

ほ
Z,
同
時
代
の
高
瀬
忠
敬
(
統
率
山
)
の
明
令
考

一
巻
'
永
練
よ
り
後
に
曾
我
部
元
寛
(既
容
所
)
の
明
令
国
字
解
二
審
が
あ
る
が
並
び

に
未
見
で
あ
る
｡
大
域
永
按
が
明
令
を
校
劃
し
た
趣
旨
は
そ
の
自
序
に
見
え
る
如
く
'
常
時
明
律
の
拳
が
盛
ん
で
明
津
の
刊
本
は
流
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和
し
た
る
が
'
之
と
参
稽
す
べ
き
明
令
の
刊
本
な
き
を
慨
し
た
窺
め
で
あ
る
｡
明
令
に
関
す
る
論
究
に
は
上
兼
屡
々
引
用
し
た
仁
井

田
博
士
の
文
の
外
に
浅
井
虎
夫
氏
の
明
令
考
如
紳
紺
相
撃

が
-

.

四

明
令
の
重
印
に
裁
て

こ
の
ご
ろ
東
洋
史
研
究
倉
に
於
て
東
洋
史
研
究
叢
刊
第
二
と
し
て
明
令
を
重
印
せ
ん
と
の
議
が
あ
-
'
仁
井
田
博
士
が
亡
父
に
潜

ら
れ
た
大
域
本
に
榛
っ
て
重
印
す
る
こ
と
1
し
た
｡
重
印
本
は
､原
書
が
二
冊
に
分
装
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
合
し
て

7
冊
と
し
た
る
外
'

行
数
字
数
等
の
照
裁
は
す
べ
て
原
書
に
碓
ひ
'
原
書
の
誤
字
誤
諌
等
も
そ
の
ま
1
と
し
た
｡
校
勘
記
を
作
り
た
い
と
思
っ
た
が
'
そ

の
暇
が
な
い
の
で
他
日
に
謀
る
こ
と
1
L

t
た
ゞ
豊
明
制
菩
本

二
1r,J
文
抄
本
と
の
異
同
表
を
附
す
る
こ
と
･,･
し
た
｡
印
行
の
役
に
は

主
と
し
て
今
西
春
秋
君
と
同
君
令
妹
が
常
ら
れ
た
｡
皇
明
制
書
本
は
も
と
よ
り
'
大
域
本
'
睡
魔
叢
書
本
と
雄
も
既
に
稀
潮
音
と
な

っ
て
ゐ
る
際
､
こ
の
重
印
本
が
拳
者
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ぼ
幸
甚
で
あ
る
｡
余
の
解
説
の
如
き
に
至
っ
て
は
勿
卒
に
起
草
す
る

所
'
も
と
よ
り
博
雅
の
君
子
の
叱
正
に
侠
つ
こ
と
大
で
あ
る
｡

附
記

本
稿
印
刷
中
'
明
末
の
査
櫨
佐
の
罪
惟
鎖
(
四
部
叢
刊
三
編
所
収
)中
の
明
令
に
関
す
る
記
串
に
気
附
い
た
の
で
補
足
し
て
驚
-
.
同
音
大
約
紀
に

は
(
琴
冗
年
)
十

一
月
評
定
律
令
と
あ
る
.

こ
れ
は
本
文
で
は
言
及
し
な
か
つ
た
が
､
息
明
従
信
鐘
に
も
や
は
-
十

一
月
命
中
膏
省
詳
定
律
令
云
々

と
あ
っ
て
､
渡
び
に
太
紺
賓
銀
に
こ
の
事
を
十
月
叩
冥
(
十

一
日
)

に
繋
け
て
ゐ
る
の
と
違
っ
て
ゐ
る
｡
執
れ
が
鬼
な
る
か
を
知
ら
ぬ
が
､
約
-
賓

銀
に
従
っ
て
置
-
｡

叉
同
書
太
祖
紀
洪
武
元
年
正
月
の
保
及
び
重
文
志
洪
武
元
年
の
修
に
は
頒
大
明
令

於
天
下
と
あ
-
'
刑
法
志
に
は
供
武
元
年

中
音
省
御
史
萎
逝
併
催
大
明
律
令
'
頒
行
｡
と
あ
る
.
こ
れ
も
畠
馴
従
信
線
洪
武
元
年
花
月
の
修
に
中
帝
省
御
史
重
臣
進
併
催
大
明
令
､
命
頒
行

天
下
｡
-
あ
る
の
と
同
株
で
t
L
I
ゞ
刑
法
志
に
律
令
と
あ
る
の
が
興
っ
て
ゐ
る
｡
同
書
刑
法
志
に
は
ま
た
(
洪
武
)
五
年
､
蒔
部
何
番
陶
凱
首
､
古

違
令
者
加
以
禅
､
符
輿
令
粕
表
裏
､
令
律
己
行
､
市
合
併
妖
略
未
傍
.
陪
定
大
明
令
'
不
凍
行
.
と
い
ふ

記
事
が
見
え
る
｡
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